
生活保護を受けている

こども医療費、ひとり親家庭等医療費の
助成を受けている

小規模住居型児童養育事業者又は里親に養
育されている

自立支援医療（精神通院）の受給者証を
持っている

精神障害者保健福祉手帳２級が初めて交
付されたのが６５歳以降である

精神２級 重度心身障害者医療費該当（非該当）判定フローチャート

（ウ）非該当
（申請は必要ありませ

ん）

（ア）該当
（重度医療費登録申請

が必要です）

（イ）自立支援医療
費を受給すれば該当
（自立支援医療費と重
度医療費両方の登録申
請が必要です）

  いいえ

  はい

精神障害者保健福祉手帳２級を持ってい
る

  はい

  はい

  はい

  はい

  いいえ

  はい

  いいえ

  いいえ

  いいえ

  いいえ

すでに重度心身障がい者医療費の助成を
受けている

  いいえ

  はい


